
災害対策用機械の出動等に関する基本協定について

室蘭開発建設部（以下「当部」という。）では、災害応急対策時等において、円滑な災害対策
に資することを目的として、災害対策用機械の運転操作、搬送、設置等に関し、当部との協定に
基づく災害時等の協力会社を公募します。

１．概 要

３．応募資格及び条件

４．業務内容

★その他詳細につきまして、下記までお問い合わせください。

室蘭開発建設部 防災課 TEL：０１４３－２５－７０５２ FAX：０１４３－２３－８５３３

北海道開発局が保有する災害対策用機械の概要及び配置状況については、下記ホームページをご覧ください。
【災害対策用機械の紹介】 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/bousai/ud49g7000000qkml-att/ud49g7000000qovc.pdf
【災害対策用機械の配置状況】 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/bousai/ud49g7000000qkml-att/ud49g7000000qq24.pdf

●予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しないこと。

●令和４・５・６年度の国土交通省競争参加資格「役務の提供等」の資格を有すること。

●当部が定める技術条件を満足し、作業条件に示す内容が実施できること。

北海道開発局管内等において災害等が発生し、又はそのおそれがある場合には、その状況に応
じ、災害対策用機械の運転操作、搬送、設置等を実施します。また、北海道開発局管外の区域に
おいても大規模災害による出動がある場合は、双方協議し実施します。
※詳細につきましては、公告をご覧ください。

操作訓練排水ポンプ車

災害対策用機械の写真

２．公告期間
令和６年１２月１１日（水） ～ 令和７年２月１４日（金）

全揚程１０mにおいて、３０m3/min級

※クレーン装置付き３０m3/min級 ※クレーン装置なし

全揚程１０mにおいて、６０m3/min級
全揚程２０mにおいて、３０m3/min級

６０m3/min級
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